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資料３－３ 議案第２２０号 

 

 

都市計画法第１７条に基づく都市計画案の縦覧等の結果 
 

 

１ 都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第 1項及び第 2項に 

基づく都市計画案の縦覧結果 

 

（１） 対象となる都市計画 

東京都市計画地区計画 板橋駅板橋口地区地区計画の変更（板橋区決定） 

 

（２） 公告日 

令和３年３月１２日 

 

（３） 縦覧期間 

令和３年３月１２日（金）～３月２６日（金）まで（２週間） 

 

（４） 縦覧者 

な  し 

 

（５） 意見書の提出期間 

令和３年３月１２日（金）～３月２６日（金）まで（２週間） 

 

（６） 意見書の提出 

な  し 


